
   さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 合 併 協 議 会 委 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す

る 規 程  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 合 併 協 議 会 規 約 第 １ ６ 条 第  

２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 さ い た ま 市 ・ 岩 槻 市 合 併 協 議 会 （ 以 下 「 協 議  

会 」 と い う 。） の 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う 。） の 報 酬 及 び 費 用 弁 償  

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 報 酬 の 額 ）  

第 ２ 条  委 員 に 支 給 す る 報 酬 は 、 日 額 ８ ， ２ ０ ０ 円 と す る 。 た だ し 、

埼 玉 県 の 常 勤 職 員 並 び に さ い た ま 市 及 び 岩 槻 市 の 長 、 助 役 そ の 他 の

常 勤 職 員 に つ い て は 、 こ れ を 支 給 し な い 。  

 （ 費 用 弁 償 ）  

第 ３ 条  委 員 が そ の 職 務 を 行 う た め 旅 行 （ 協 議 会 の 会 議 へ の 出 席 の た

め の 旅 行 を 除 く 。）を し た と き は 、さ い た ま 市 の 例 に よ り 、同 市 の 長

に 支 給 す る 旅 費 に 相 当 す る 額 を 費 用 弁 償 と し て 支 給 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ４ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関

し  必 要 な 事 項 は 、 協 議 会 の 会 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


